
学習指導要領の趣旨
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「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について
（答申）」（平成28年12月21日 文部科学省）

子どもたちに、情報化やグローバル化など急激

な社会的変化の中でも、未来の創り手となるた

めに必要な資質・能力を確実に備えることので

きる学校教育を実現する。

学習指導要領改訂の背景
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学習指導要領改訂の基本方針
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①社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を
通じてよりよい社会を創るという目標をもち、教育課程を介
してその目標を社会と共有していくこと。

②これからの社会を創り出していく子どもたちが、社会や世界
に向き合い関わり合い、自らの人生を切り拓いていくために
求められる資質・能力とは何かを、教育課程において明確化
し育んでいくこと。

③教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用し
たり、放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図っ
たりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指すところを
社会と共有・連携しながら実現させること。

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につい
て（答申）平成28年12月21日中央教育審議会

「社会に開かれた教育課程」とは
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学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養

生きて働く
知識・技能の習得

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等

の育成

育成を目指す資質・能力の３つの柱

学習指導要領改訂の基本方針
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主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」
（平成28年12月21日 文部科学省） 6
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主体的な学び
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「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について
（答申）」（平成28年12月21日 文部科学省）

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
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対話的な学び
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「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について
（答申）」（平成28年12月21日 文部科学省）

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
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深い学び
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